
京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和２年４月２４日 

京都市長 門川 大作   

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

目次中「第１条～第３条」を「第１条・第２条」に，「第４条」を「第３条」に，「第２

２条」を「第１８条」に，「第２３条～第２７条」を「第１９条～第２２条」に，「第２８

条～第３６条」を「第２３条～第２７条」に， 

「 
第３章 売買取引及び決済の方法（第３７条～第８４条） 

第４章 卸売の業務に係る生鮮食料品等の品質管理の方法（第８５条）
」

を 

「 第３章  

 第１節 

 第２節 

売買取引及び決済に関する遵守事項 

 売買取引の方法等（第２８条～第５４条） に，「第５章」を「第４章」に，「第８６ 

 決済の方法等（第５５条～第５８条）  」 
 

条～第９８条」を「第５９条～第７１条」に，

「 第２節 冷蔵庫及び倉庫（第９９条～第１

第３節 いけす（第１０６条） 

第４節 使用料（第１０７条～第１１１条

０５条） 

    を「第２節 使用料（第７２条～第７６条）」に，「第６章」を「第５章」に， 

）   」 

「第１１２条～第１１５条」を「第７７条・第７８条」に，「第７章」を「第６章」に，

「第１１６条～第１１９条」を「第７９条～第８４条」に，「第８章」を「第７章」に，

「第１２０条～第１２４条」を「第８５条～第９０条」に，「第９章」を「第８章」に，

「第１２５条～第１３０条」を「第９１条～第９６条」に，「第１０章」を「第９章」に，

「第１３１条～第１４１条」を「第９７条～第１０４条」に改める。 

第２条第１項本文中「市場ごとに」を削り，同項ただし書中「市場」を「京都市中央卸

売市場（以下「市場」という。）」に改める。 

第３条を削り，第２章第１節中第４条の前に次の１条を加える。 

（卸売の業務の許可申請） 

第３条 条例第５条の２第１項の規定による許可を受けようとする者は，次に掲げる事項

を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

４



⑴ 申請者の名称及び代表者名（記名押印）並びに主たる事務所の所在地 

⑵ 資本金又は出資の額及び役員の氏名 

⑶ 申請に係る取扱品目 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 定款 

⑵ 登記事項証明書 

⑶ 業務を執行する役員の履歴書 

⑷ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載し

た書面 

⑸ 卸売市場法施行規則（以下「省令」という。）別記様式第２号の例により作成した

前２事業年度の事業報告書又はこれに準じるもの 

⑹ 申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度の事業計画書 

⑺ 申請者が他の法人に対して次のいずれかに該当する関係（以下「支配関係」という。）

を有する場合にあっては，当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該法人

の総株主等（総株主，総社員又は総出資者をいう。以下同じ。）の議決権（株式会社

にあっては，株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行

使することができない株式についての議決権を除き，会社法第８７９条第３項の規定

により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）

の数及び当該議決権の数のうち申請者が有する議決権の数を記載した書面並びに当該

法人の定款，前事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

ア 申請者が当該法人の総株主等の議決権の過半数を有する関係 

イ 当該法人の役員又は代表権を有する役員の過半数を申請者の役員又は使用人（過

去２年間に役員又は使用人であった者を含む。）が占めている関係 

⑻ 申請者が条例第５条の２第３項第２号及び第３号に該当しないことを誓約する書面 

第４条及び第５条を次のように改める。 

（純資産額） 

第４条 条例第５条の２第３項第５号に規定する別に定める純資産基準額は，別表第２に

掲げるとおりとする。 

２ 条例第５条の２第４項に規定する別に定める計算方法は，省令別記様式第２号の例に

より作成した貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除する方法と

する。 

３ 条例第５条の３第２項の規定による申出は，省令別記様式第２号の例により作成した



貸借対照表を添付した申出書により行うものとする。 

（保証金の額等） 

第５条 条例第７条第１項に規定する別に定める保証金の額は，別表第３に掲げるとおり

とする。 

２ 条例第７条第３項（条例第８条第３項及び第１７条第４項において準用する場合を含

む。）に規定する別に定める有価証券の価格は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各

号に定めるとおりとする。 

⑴ 京都市公債 額面金額 

⑵ その他の有価証券 額面金額の１００分の９０に相当する額 

第１１条を削る。 

第１０条の見出し中「せり人等」を「せり人」に改め，同条第１項中「に掲げる者」を

削り，「第７条第１項第１号」を「第９条第１項第１号」に改め，同条第２項を削り，同

条を第１１条とする。 

第９条を削る。 

第８条中「実技試験」を「面接試験」に改め，同条を第１０条とする。 

第７条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第１号中「及び住所」を削

り，同条を第９条とする。 

第６条第１項各号列記以外の部分中「登録を受けようとする者」を「規定による申請」

に，「を市長に提出しなければ」を「により行わなければ」に改め，同項第１号中「名称」

を「申請者の名称」に改め，「又は署名」を削り，同項第２号中「及び住所」を削り，同条

第２項中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号及び第４号を削り，第５号を第２号

とし，同項に次の１号を加える。 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

第６条を第８条とし，第５条の次に次の２条を加える。 

（事業の譲渡等の認可申請） 

第６条 条例第１０条の３第１項の規定による認可を受けようとする者は，次に掲げる事

項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 譲渡人及び譲受人の名称及び代表者名（記名押印）並びに主たる事務所の所在地 

⑵ 譲渡する事業に係る取扱品目 

⑶ 譲渡予定年月日 

⑷ 譲渡の理由 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 



⑴ 譲渡に係る契約書の写し 

⑵ 譲受人に係る第３条第２項各号に掲げる書類 

３ 条例第１０条の３第２項の規定による認可を受けようとする者は，次に掲げる事項を

記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 合併又は分割をしようとする卸売業者の名称及び代表者名（記名押印）並びに主た

る事務所の所在地 

⑵ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により卸売の業務

に係る事業を承継する法人の名称及び代表者名（記名押印）並びに主たる事務所の所

在地 

⑶ 合併又は分割の方法及び条件 

⑷ 合併又は分割の予定年月日 

⑸ 合併又は分割の理由 

４ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 合併に係る契約書又は分割に係る契約書若しくは計画書の写し 

⑵ 前項第２号に規定する者に係る第３条第２号各号に掲げる書類 

５ 前項の規定にかかわらず，同項第２号に規定する書類の全部又は一部を添付すること

ができないことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは，当該書類の添

付を要しない。この場合において，第３項第２号に規定する者は，同項の認可があった

後遅滞なく，当該書類を市長に提出しなければならない。 

（名称変更等の届出） 

第７条 条例第１０条の４の規定による届出は，書面により行わなければならない。 

第１２条第１項各号列記以外の部分中「し，かつ，当該許可を受けようとする者（法人

にあっては，その代表者）が記名押印」を削り，同項第１号中「氏名及び住所」を「申請

者の氏名」に改め，「その」を削り，「並びに」を「。記名押印）及び住所（法人にあって

は，」に改め，同項第２号中「法人」を「申請者が法人」に，「にあっては」を「には」に

改め，同項第３号中「仲卸しの業務を行おうとする」を「申請に係る」に改め，同条第２

項第３号中「住民票の写し，」及び「及び市区町村長が発行する身分証明書」を削り，同

項第７号中「開始の日以後２年間」を「及びその翌事業年度」に改め，同項第８号中「第

１６条第３項第１号から第３号まで，第５号」を「第１６条第３項第３号」に改め，「に

掲げる者」を削り，同条第３項第３号を削り，同項第４号を同項第３号とし，同項第５号

中「第３号まで及び第５号に掲げる者」を「第５号まで（第４号を除く。）」に改め，同

号を同項第４号とし，同項第６号中「前項第７号，第８号及び第１０号」を「前項第６号，



第７号及び第９号」に改め，同号を同項第５号とする。 

第１３条の見出し中「額」を「額等」に改め，同条中「仲卸業者が預託すべき」を「条例

第１７条第２項に規定する別に定める」に改め，「額は」の右に「，青果部及び水産物部

のそれぞれにつき」を加え，同条に次の１項を加える。 

２ 条例第１７条第３項の規定により連帯保証人を付したことによって保証金の預託を免

じることができる場合における当該連帯保証人は，その仲卸業者と同じ取扱品目の部類

に属する仲卸業者が組織する法人であって，市長が適当と認めるものとする。 

第１４条を削る。 

第１５条の見出し中「譲渡し及び譲受け」を「譲渡等」に改め，同条第１項各号列記以

外の部分中「の申請」を「の規定による認可を受けようとする者」に，「により行わなけ

れば」を「を市長に提出しなければ」に改め，同項第１号中「住所」の右に「（法人にあ

っては，主たる事務所の所在地）」を加え，同項第２号中「譲り渡す」を「譲渡する」に

改め，同項第３号を次のように改める。 

⑶ 譲渡予定年月日 

第１５条第１項第４号中「譲渡し及び譲受け」を「譲渡」に改め，同条第２項を次のよ

うに改める。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 譲渡に係る契約書の写し 

⑵ 譲受人が法人である場合には，当該譲受人に係る第１２条第２項各号に掲げる書類 

⑶ 譲受人が個人である場合には，当該譲受人に係る第１２条第３項各号に掲げる書類 

第１５条に次の１項を加える。 

３ 第６条第３項及び第４項の規定は，条例第２１条第２項の規定による認可を受けよう

とする者について準用する。この場合において，第６条第３項第２号中「卸売の業務」

とあるのは「仲卸しの業務」と，同条第４項第２号中「前項第２号」とあるのは「第１

４条第３項において準用する前項第２号」と，「第３条第２項各号」とあるのは「第１

２条第２項各号」と読み替えるものとする。 

第１５条を第１４条とし，第１６条を削る。 

第１７条第１項第１号中「氏名」を「申請者の氏名」に改め，同条第２項を次のように

改める。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 当該仲卸しの業務を申請者が引き続き営むことについての他の相続人の同意書の写

し 



⑵ 第１２条第３項各号に掲げる書類 

第１７条を第１５条とし，第１８条を削り，第１９条を第１６条とし，第２０条を第１

７条とする。 

第２１条の見出しを「（せり参加）」に改め，同条中「，必要」を「必要」に，「また

は」を「又は」に改め，同条を第１８条とする。 

第２２条及び第２３条を削る。 

第２４条の見出し中「承認申請」を「承認申請等」に改め，同条第１項各号列記以外の

部分中「の申請」を「の規定による承認を受けようとする者」に，「により行わなければ」

を「を市長に提出しなければ」に改め，同項第１号中「氏名」を「申請者の氏名」に改め，

「住所」の右に「（法人にあっては，主たる事務所の所在地）」を加え，同項第２号中「法

人」を「申請者が法人」に，「にあっては」を「には」に改め，同条第２項後段中「第１６

条第３項第１号から第３号まで，第５号」を「第１６条第３項第３号」に，「第２５条第

３項第１号から第３号まで，第５号」を「第２５条第３項第３号」に，「同条第３項第５

号」を「同条第３項第４号」に，「第１６条第３項第１号から第３号まで及び第５号」を

「第１６条第３項第１号から第５号まで（第４号を除く。）」に，「第２５条第３項第１

号から第３号まで及び第５号」を「第２５条第３項第１号から第５号まで（第４号を除く。）」

に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 市長は，第１項の規定による申請があった場合において，申請者が第１号から第４号

までのいずれかに該当するものであるとき（申請者が青果部又は水産物部において卸売

を受けようとする者である場合にあっては，第１号から第４号までのいずれか及び第５

号に該当するものであるとき）は，条例第２５条第１項の規定による承認をするものと

する。 

⑴ 本市の区域内に店舗を有する生鮮食料品等（卸売市場法第２条第１項に規定する生

鮮食料品等をいう。以下同じ。）の小売業者 

⑵ 本市の区域内に施設を有する生鮮食料品等の加工業者又は給食業者 

⑶ 本市の区域内に店舗を有する消費生活協同組合 

⑷ その他市長が市場における取引の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認

める者 

⑸ 業務の規模が申請に係る取扱品目の部類に属する仲卸業者が行う仲卸しの業務の規

模との均衡を考慮して市長が別に定める基準以上であるもの 

第２章第３節中第２４条を第１９条とする。 

第２５条の見出し中「有効期間」を「有効期間等」に改め，同条中「有効期間」の右に



「（次項の規定により承認の更新を受けた場合にあっては，当該更新後の有効期間）」を

加え，「承認の日」を「当該承認の日（次項の規定により承認の更新を受けた場合にあっ

ては，当該更新前の有効期間の満了の日の翌日）」に，「２年間」を「５年間」に改め，同

条に次の４項を加える。 

２ 前項の売買参加者は，その承認の有効期間の満了後引き続き卸売業者から卸売を受け

ようとするときは，承認の更新を受けなければならない。 

３ 前項の更新を受けようとする者は，有効期間の満了の日の６０日前から３０日前まで

の間に，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者名。記名押印） 

⑵ 卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類 

４ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 財産目録 

⑵ 有効期間の満了の日の属する事業年度及びその翌事業年度の事業計画書 

⑶ 申請者が法人である場合には，条例第２５条第３項第３号及び第６号に該当しない

ことを誓約する書面 

⑷ 申請者が個人である場合には，条例第２５条第３項第１号から第５号まで（第４号

を除く。）に該当しないことを誓約する書面 

⑸ その他市長が特に必要と認める書類 

５ 条例第２５条第３項（第３号を除く。）及び第４項の規定は，第２項の規定による承

認の更新について準用する。 

第２５条を第２０条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（事業報告書の提出） 

第２１条 青果部及び水産物部の売買参加者は，毎事業年度の末日から起算して９０日を

経過する日までに，当該事業年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。 

第２６条を削る。 

第２７条中「第１９条」を「第１６条」に，「第２１条」を「第１８条」に，「または」

を「又は」に改め，同条を第２２条とする。 

第２８条第１項中「別表第３」を「次」に，「とおり」を「物品」に改め，同項に次の各

号を加える。 

⑴ 漬物 

⑵ 鳥類 

⑶ 乾物 



⑷ つくだ煮 

⑸ 鳥卵 

第２８条第２項第１号中「市場の取扱品目に属する物品及び加工食料品卸販売業者の取

り扱う物品」を「野菜，果実及び生鮮水産物」に改め，同条第３項中「加工食料品卸販売

業務」を「同項第１号に規定する業務」に改め，第２章第４節中同条を第２３条とする。 

第２９条中「第一市場」を「京都市中央卸売市場第一市場（以下「第一市場」という。）」

に改め，「加工食料品卸販売業者」の右に「（条例第２８条第１項第１号に規定する加工

食料品卸販売業者をいう。以下同じ。）」を，「第１種関連事業者」の右に「（条例第２８

条第１項第２号に規定する第１種関連事業者をいう。以下同じ。）」を，「第２種関連事

業者」の右に「（条例第２８条第１項第３号に規定する第２種関連事業者をいう。以下同

じ。）」を加え，「第二市場」を「京都市中央卸売市場第二市場（以下「第二市場」とい

う。）」に改め，同条を第２４条とする。 

第３０条第１項各号列記以外の部分中「の申請」を「の規定による許可を受けようとす

る者」に，「により行わなければ」を「を市長に提出しなければ」に改め，同項第１号中

「氏名」を「申請者の氏名」に改め，「住所」の右に「（法人にあっては，主たる事務所の

所在地）」を加え，同項第２号中「法人」を「申請者が法人」に，「にあっては」を「に

は」に改め，同条第２項後段中「第１６条第３項第１号から第３号まで，第５号」を「第

１６条第３項第３号」に，「第２９条第３項第１号から第３号まで」を「第２９条第３項

第３号」に，「同条第３項第５号」を「同条第３項第４号」に，「第１６条第３項第１号

から第３号まで及び第５号」を「第１６条第３項第１号から第５号まで（第４号を除く。）」

に改め，同条を第２５条とする。 

第３１条の見出し中「額」を「額等」に改め，同条各号列記以外の部分中「関連事業者

が預託すべき」を「条例第３０条第２項に規定する別に定める」に改め，「関連事業者の

区分ごとに」を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 第１３条第２項の規定は，条例第３０条第３項において準用する条例第１７条第３項

の規定による保証金の預託の免除について準用する。この場合において，第１３条第２

項中「その仲卸業者と同じ取扱品目の部類に属する仲卸業者」とあるのは，「関連事業

者」と読み替えるものとする。 

第３１条を第２６条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（準用） 

第２７条 第１４条第１項（第２号を除く。）及び第２項の規定は，条例第３３条第１項

の規定による認可の申請について準用する。この場合において，第１４条第２項第２号



中「第１２条第２項各号」とあるのは「第２５条第２項において準用する第１２条第２

項各号」と，同項第３号中「第１２条第３項各号」とあるのは「第２５条第２項におい

て準用する第１２条第３項各号」と読み替えるものとする。 

２ 第６条第３項及び第４項の規定は，条例第３３条第２項の規定による認可の申請につ

いて準用する。この場合において，第６条第３項第２号中「卸売の業務」とあるのは「関

連事業」と，同条第４項第２号中「前項第２号」とあるのは「第２７条第２項において

準用する前項第２号」と，「第３条第２項各号」とあるのは「第２５条第２項において

準用する第１２条第２項各号」と読み替えるものとする。 

３ 第１５条の規定は，条例第３４条第１項の規定による認可の申請について準用する。

この場合において，第１５条第１項第４号中「仲卸しの業務に係る取扱品目の部類」と

あるのは「関連事業に係る市場及び関連事業の内容」と，同条第２項第１号中「当該仲

卸しの業務」とあるのは「当該関連事業」と，同項第２号中「第１２条第３項各号」と

あるのは「第２５条第２項において準用する第１２条第３項各号」と読み替えるものと

する。 

第３２条から第３６条までを削る。 

第３章の章名中「の方法」を「に関する遵守事項」に改める。 

第３７条を第２８条とし，第３章中同条の前に次の節名を付する。 

第１節 売買取引の方法等 

第３８条を第２９条とし，第３９条を第３０条とし，第４０条及び第４１条を削り，第

４２条を第３１条とし，第４３条を第３２条とする。 

第４４条本文中「明りょう」を「明瞭」に改め，同条ただし書を削り，同条を第３３条

とする。 

第４５条を第３４条とし，第４６条を第３５条とし，第４７条を削る。 

第４８条第２項本文中「明りょう」を「明瞭」に改め，同条第３項中「第８１条第３項」

を「第９２条第１項」に，「同条第４項」を「同条第２項」に改め，同条を第３６条とす

る。 

第４９条を第３７条とし，第５０条から第５２条までを１２条ずつ繰り上げ，第５３条

の前の見出し及び同条から第５５条までを削る。 

第５６条第１項中「作成し」を「作成するとともに」に，「その写しを」を「，その内容

を電子情報処理組織（市長の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と

卸売業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）

を使用する方法により」に，「提出しなければ」を「報告しなければ」に改め，同条第２



項を削り，同条を第４１条とする。 

第５７条を第４２条とし，第５８条を第４３条とする。 

第５９条の見出しを「（卸売の相手方の制限の例外）」に改め，同条第１項各号列記以

外の部分中「第４１条第２項」を「第４１条ただし書」に，「事項」を「場合」に，「も

の」を「場合」に改め，同項各号を次のように改める。 

⑴ 市場における入荷量が著しく多く，又は市場に出荷された物品が仲卸業者及び売買

参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合 

⑵ 仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後に残品を生じた場合 

⑶ 本市の区域外に存する卸売市場の生鮮食料品等の入荷の状況その他の事情に照らし，

卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著

しく困難である物品を，当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をす

る場合 

⑷ その他市場における取引の活性化に資するものとして別に定める場合 

第５９条第２項を次のように改める。 

２ 条例第４１条ただし書の規定による許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記

載した申請書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の名称及び代表者名 

⑵ 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしようとする物品の品目，数量及

び産地 

⑶ 出荷者の氏名又は名称 

⑷ 卸売の相手方の氏名又は名称 

⑸ 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしようとする理由 

⑹ その他市長が必要と認める事項 

第５９条第３項を削り，同条第４項各号列記以外の部分中「条例第４１条第５項の規定

による届出をしようとする者は」を「前項の許可を受けた者は，当該許可に係る物品の卸

売をしたときは，速やかに」に改め，「記載した届出書を」を削り，「提出しなければな

らない」を「届け出るものとする」に改め，同項第１号中「名称」を「届出者の名称」に

改め，同項第３号及び第４号中「氏名」の右に「又は名称」を加え，同項を同条第３項と

し，同条第５項を削り，同条を第４４条とする。 

第６０条の前の見出し及び同条を削る。 

第６１条に見出しとして「（市場外にある保管場所の届出）」を付し，同条第１項各号

列記以外の部分中「第４３条第２項に規定する別に定める事項」を「第４３条の規定によ



る届出」に，「ものとする」を「事項を記載した届出書により行わなければならない」に

改め，同項第１号中「名称」を「届出者の名称」に改め，同項第２号中「指定を受けよう

とする場所」を「市場外保管場所（卸売をするために生鮮食料品等を保管する市場以外の

場所をいう。以下同じ。）」に改め，同項第３号中「指定を受けようとする場所にある」

を「市場外保管場所の存する」に改め，同項第４号中「指定を受けようとする場所に置く」

を「保管する」に改め，同項第５号を削り，同条第２項中「条例第４３条第２項に規定す

る申請書」を「前項の届出書」に，「指定を受けようとする場所」を「市場外保管場所」

に，「書面」を「図面」に改め，同条第３項中「条例第４３条第１項第１号の規定による

指定を受けた卸売業者は，その指定を必要としなくなった」を「第１項の届出をした者は，

当該届出に係る市場外保管場所の使用を取りやめた」に改め，同条を第４５条とし，同条

の次に次の１条を加える。 

（卸売をした物品の相手方の明示） 

第４６条 条例第４９条第１項の規定による措置は，荷渡票の交付その他の適当な方法に

より行うものとする。 

第６２条から第６８条までを削り，第６９条を第４７条とし，第７０条を第４８条とす

る。 

第７１条の見出し中「から買い入れることが困難な物品」を「以外の者からの買入れ」

に改め，同条第１項各号列記以外の部分中「第５０条第２項第１号」を「第５０条第２項

ただし書」に，「生鮮食料品等」を「場合」に，「もの」を「場合」に改め，同項各号を次

のように改める。 

⑴ 卸売業者から買い入れることが特に困難な次に掲げる生鮮食料品等を卸売業者以外

の者から買い入れる場合 

ア 卸売業者が通常の卸売において卸売をしていない物品 

イ 卸売業者が行う通常の卸売によっては，仲卸業者の需要を十分に満たすことがで

きない物品 

ウ 卸売業者からの買入れが卸売業者以外の者から買い入れる場合より仲卸業者にと

って著しく不利益となる物品 

⑵ その他市場における取引の活性化に資するものとして別に定める場合 

第７１条第２項中「第５０条第２項第１号」を「第５０条第２項ただし書」に，「仲卸

業者」を「者」に，「買入れをしようとする日の３日前までに当該許可の申請を」を「次

に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出」に改め，同項に次の各号を加える。 

⑴ 申請者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者名） 



⑵ 卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする物品の品目，数量及び産地 

⑶ 買入れの相手方の氏名又は名称 

⑷ 買入れの予定価格 

⑸ 卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする理由 

⑹ その他市長が必要と認める事項 

第７１条第３項を次のように改める。 

３ 前項の許可を受けて買入れを行った仲卸業者は，毎月，翌月１０日までに，当該許可

に基づき買い入れた物品の販売数量並びに金額（消費税額等相当額を含む。）及びその

額から消費税額等相当額を控除して得た額を市長に報告しなければならない。 

第７１条を第４９条とし，第７２条を削る。 

第７３条の見出し中「開設区域内」を「本市の区域内」に改め，同条各号列記以外の部

分中「第５１条第１項」を「第５１条第１項前段」に改め，同条第１号中「氏名」を「申

請者の氏名」に改め，同条を第５０条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（取引条件の公表） 

第５１条 卸売業者は，条例第５４条の規定による公表をしようとするとき（当該公表に

係る取引条件を変更しようとするときを含む。）は，あらかじめ，その内容を書面によ

り市長に報告するものとする。 

２ 前項の公表は，インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

第７４条を削る。 

第７５条の見出し中「報告」の右に「の時刻」を加え，同条中「第５４条第１項」を「第

５５条第１項」に改め，同条を第５２条とする。 

第７６条第１項中「第５５条第１項」を「第５６条第１項」に改め，同条第２項を次の

ように改める。 

２ 第５１条第２項の規定は，条例第５６条の規定による公表について準用する。 

第７６条を第５３条とする。 

第７７条の見出し中「卸売数量等」を「開設者による卸売数量等」に改め，同条中「第

５６条第２項」を「第５７条」に，「京都市中央卸売市場日報に登載し，又は市場内の掲

示場に掲示して」を「インターネットの利用その他の適切な方法により」に改め，同条を

第５４条とし，同条の次に次の節名及び１条を加える。 

第２節 決済の方法等 

（卸売業者の決済の方法） 

第５５条 条例第５８条第１項及び第３項に規定する別に定める期日は，次の各号に掲げ



る区分に応じ，当該各号に定める日とする。 

⑴ 青果部及び水産物部 卸売日又は買受日から４営業日（市場の開場日であり，かつ，

売買仕切金（条例第５８条第１項に規定する売買仕切金をいう。）又は買受代金の決

済に係る銀行その他の金融機関の営業日である日をいう。以下同じ。） 

⑵ 食肉部 卸売日又は買受日から１営業日 

２ 条例第５８条第４項に規定する別に定める方法は，現金，送金，小切手，手形又はク

レジットカードその他の電子情報処理組織を用いる方法（資金決済に関する法律第２条

第５項に規定する仮想通貨を除く。）のうち，当事者間で定める方法とする。 

第７８条を削る。 

第７９条第１項各号列記以外の部分中「第５８条第１項前段」を「第６０条第１項前段」

に改め，同条第２項中「第５８条第１項後段」を「第６０条第１項後段」に，「条例第５

８条第５項」を「同条第４項」に改め，同条第３項各号列記以外の部分中「第５８条第２

項」を「第６０条第２項」に改め，同条第４項各号列記以外の部分中「取扱品目が第１項

第１号から第３号までのいずれかである場合における」を削り，同条第５項を削り，同条

第６項中「取扱品目が第１項第１号から第３号までのいずれかである場合における条例第

５８条第２項の規定による」を「第３項の」に改め，同項を同条第５項とし，同項の次に

次の１項を加える。 

６ 市長は，条例第６０条第４項の規定による命令をしようとする場合において，必要が

あると認めるときは，学識経験のある者その他市長が適当と認める者の意見を聴くもの

とする。 

第７９条第７項及び第８項を削り，同条を第５６条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（買受代金の決済の方法） 

第５７条 条例第６１条第１項に規定する別に定める期日は，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める日とする。 

⑴ 青果部及び水産物部 物品の引渡しを受けた日から１営業日 

⑵ 食肉部 物品の引渡しを受けた日 

２ 第５５条第２項の規定は，条例第６１条第２項に規定する別に定める方法について準

用する。 

３ 卸売業者は，条例第６１条第１項に規定する支払猶予の特約をしたときは，次に掲げ

る事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。当該特約の内容を変更した

ときも，同様とする。 

⑴ 届出者の名称及び代表者名 



⑵ 特約の相手方の氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代表者名並びに主たる事

務所の所在地） 

⑶ 特約の内容 

⑷ 支払方法 

４ 条例第６１条第３項後段に規定する別に定める期日は，物品の引渡しを受けた日から

１営業日とする。 

第８０条から第８２条までを削る。 

第８３条各号列記以外の部分中「規定する」の右に「市長が」を加え，「ときとは」を

「ときは」に改め，「場合であって，本市職員の確認を受けた」を削り，同条第１号中「市

場取引の経験から」を「物品に」に，「場合」を「とき。」に改め，同条第２号中「場合」

を「とき。」に改め，同条第３号中「条例第４３条第１項第３号の規定により卸売をした

場合にあっては，当該卸売前」を「卸売前」に，「いる場合」を「いるとき。」に改め，同

条を第５８条とする。 

第８４条を削る。 

第４章を削る。 

第５章第１節中第８６条を第５９条とする。 

第８７条第１項各号列記以外の部分中「し，かつ，当該許可を受けようとする者（団体

にあっては，その代表者）が記名押印」を削り，同項第１号中「氏名」を「申請者の氏名

（団体にあっては，名称及び代表者名。記名押印）」に改め，「その名称及び代表者名並

びに」を削り，同項第２号中「使用しようとする」を「申請に係る」に改め，同項第３号

及び第４号中「しようとする」を削り，同項第５号を削り，同項第６号を同項第５号とし，

同条を第６０条とする。 

第８８条の見出し中「有効期間」を「有効期間等」に改め，同条本文中「有効期間」の

右に「（次項の規定により許可の更新を受けた場合にあっては，当該更新後の有効期間）」

を加え，「許可の日」を「当該許可の日（次項の規定により許可の更新を受けた場合にあ

っては，当該更新前の有効期間の満了の日の翌日）」を加え，同条に次の２項を加える。 

２ 前項本文の許可を受けた者は，その有効期間の満了後引き続き当該許可に係る市場施

設を使用しようとするときは，許可の更新を受けなければならない。 

３ 前項の更新を受けようとする者は，有効期間の満了の日の３０日前から１０日前まで

の間に，前条第１項に規定する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

第８８条を第６１条とし，第８９条を削り，第９０条を第６２条とする。 

第９１条に次のただし書を加える。 



ただし，市長は，必要があると認めるときは，これを減額することができる。 

第９１条を第６３条とし，第９２条を第６４条とする。 

第９３条の見出し中「用途変更」を「転貸等」に改め，同条各号列記以外の部分中「第

６５条第２項ただし書の」を「第６５条ただし書の規定による」に，「の申請」を「を受

けようとする者」に改め，「の各号」を削り，「により行わなければ」を「を市長に提出

しなければ」に改め，同条第１号中「氏名」を「申請者の氏名」に改め，「住所」の右に

「（団体にあっては，主たる事務所の所在地）」を加え，同条第２号中「用途を変更しよ

う」を「条例第６５条本文の規定により禁止された行為（以下「転貸等」という。）をし

よう」に改め，同条第３号中「変更後の」を「転貸等に係る」に改め，同条第４号及び第

５号中「用途を変更しようとする」を「転貸等の」に改め，同条第６号を削り，同条を第

６５条とする。 

第９４条第１項各号列記以外の部分中「の各号」及び「，かつ，当該許可を受けようと

する者（団体にあっては，その代表者）が記名押印し」を削り，同項第１号中「氏名」を

「申請者の氏名（団体にあっては，名称及び代表者名。記名押印）」に，「法人」を「団

体」に改め，「その名称及び」を削り，同項第６号中「その」を削り，同項第７号中「す

る」を「認める」に改め，同条第３項中「条例第６６条第１項」を「第１項」に改め，同条

を第６６条とする。 

第９５条を第６７条とし，第９６条から第９８条までを２８条ずつ繰り上げ，第５章第

２節の節名並びに第９９条及び第１００条を削る。 

第１０１条の見出しを「（冷蔵庫等に係る免責事項）」に改め，同条中「防疫措置」を

「冷蔵庫又は倉庫の防疫措置」に，「そ害」を「鼠
そ

害」に，「または」を「又は」に改め，

「，本市の重大な過失による場合を除き」を削り，「はその」を「は，」に改め，同条に次

のただし書を加える。 

ただし，当該損害の発生が本市の重大な過失によるものであるときは，この限りでな

い。 

第１０１条を第７１条とし，第１０２条から第１０５条までを削る。 

第５章第３節を削る。 

第５章第４節中第１０７条を第７２条とし，第１０８条から第１１１条までを３５条ず

つ繰り上げる。 

第５章第４節を同章第２節とする。 

第５章を第４章とする。 

第１１２条を削る。 



第１１３条中「第７４条第２項」を「第７４条の２第２項」に改め，第６章中同条を第

７７条とする。 

第１１４条各号を次のように改める。 

⑴ 卸売業者 次のいずれかに該当すること。 

ア 流動資産の額の流動負債の額に対する比率が１００パーセントを下回っているこ

と。 

イ 純資産の額の純資産及び負債の合計額に対する比率が１０パーセントを下回って

いること。 

ウ 連続する３以上の事業年度において，経常損失が生じていること。 

⑵ 仲卸業者 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる基準 

ア 法人 次のいずれかに該当すること。 

(ア) 純資産の額の純資産及び負債の合計額に対する比率が１０パーセントを下回っ

ていること。 

(イ) 連続する３以上の事業年度において，経常損失が生じていること。 

イ 個人 次のいずれかに該当すること。 

(ア) ア(ア)に掲げる基準に準じて別に定める基準に該当していること。 

(イ) 連続する３以上の年において，事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があ

ること。 

第１１４条に次の１項を加える。 

２ 第４条第２項の規定は，前項の純資産額の計算方法について準用する。 

第１１４条を第７８条とし，第１１５条を削る。 

第６章を第５章とする。 

第１１６条を削る。 

第１１７条第１項中「協議会ごとに」を「京都市中央卸売市場第一市場運営協議会（以

下「第一市場運営協議会」という。）及び京都市中央卸売市場第二市場運営協議会（以下

「協議会」と総称する。）にそれぞれ」に改め，第７章中同条を第７９条とする。 

第１１８条を第８０条とし，第１１８条の２を第８１条とし，第１１８条の３を第８２

条とし，第１１９条を第８３条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（協議会に関する補則） 

第８４条 この規則に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が定め

る。 

第７章を第６章とする。 



第８章中第１２０条を第８５条とし，第１２１条を第８６条とし，第１２２条を第８７

条とし，第１２２条の２を第８８条とし，第１２３条を第８９条とし，第１２４条を第９

０条とする。 

第８章を第７章とする。 

第９章中第１２５条を第９１条とし，第１２６条を第９２条とする。 

第１２７条中「第１２５条」を「第９１条」に改め，同条を第９３条とする。 

第１２８条第２号中「２分の１に相当する額」を「全額」に改め，同条を第９４条とす

る。 

第１２９条を第９５条とし，第１３０条を第９６条とする。 

第９章を第８章とする。 

第１３１条を削り，第１０章中第１３２条を第９７条とし，第１３３条を第９８条とし，

第１３４条及び第１３５条を削り，第１３６条を第９９条とし，第１３７条を第１００条

とする。 

第１３８条第１項中「第９２条第３項」を「第９２条第１項」に，「の保証金」を「にお

いて準用する条例第６条第１項の規定により保証金」に改め，同条第２項中「第９２条第

４項」を「第９２条第２項」に改め，同条第４項を同条第５項とし，同条第３項中「条例

第９２条第５項の登録証（第３号様式）」を「前項の登録証」に，「第９２条第５項のせ

り人章」を「第９２条第３項のせり人章」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 条例第９２条第３項の登録証の様式は，第３号様式とする。 

第１３８条を第１０１条とし，第１３９条を第１０２条とする。 

第１４０条中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号を第２号とし，同号の次に次

の１号を加える。 

⑶ 条例第５条の２第１項の許可若しくはその取消し，条例第５条の３の処分又は条例

第１０条の３第１項若しくは第２項の認可をしたとき。 

第１４０条第４号を削り，同条第５号を同条第４号とし，同条第６号中「第２項又は」

を「第２項若しくは」に改め，同号を同条第５号とし，同条第７号中「第２７条第１項」

を「第２０条第２項」に改め，同号を同条第６号とし，同条第８号中「第２項又は」を「第

２項若しくは」に改め，同号を同条第７号とし，同条第９号を同条第８号とし，同条第１

０号中「又は」の右に「その」を加え，同号を同条第９号とし，同条第１１号中「第７６

条第１項から第７項まで」を「第７６条」に改め，同号を同条第１０号とし，同条第１２

号から第１４号までを１号ずつ繰り上げ，同条を第１０３条とする。 



第１４１条を第１０４条とする。 

第１０章を第９章とする。 

別表第１の２を削る。 

別表第３を削る。 

別表第２中「第４条関係」を「第５条関係」に改め，同表備考以外の部分中 

「                  「 

４，０００，０００円 

を 

円 
４，０００，０００ 

に改め，

６，０００，０００円 ６，０００，０００ 

９，０００，０００円 ９，０００，０００ 

１２，０００，０００円 １２，０００，０００ 

１６，０００，０００円 １６，０００，０００ 

６，０００，０００円 ６，０００，０００ 

９，０００，０００円 ９，０００，０００ 

１２，０００，０００円 １２，０００，０００ 

１６，０００，０００円 １６，０００，０００ 

２，０００，０００円 ２，０００，０００ 

３，０００，０００円 ３，０００，０００ 

５，０００，０００円 ５，０００，０００ 

                」                   」 

同表備考中「（条例第４９条第４項に規定する卸売価格をいう。以下同じ。）」を削り，

「法第１５条第１項」を「条例第５条の２第１項」に改め，同表を別表第３とし，別表第

１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第４条関係） 

取扱品目の部類 年 間 売 上 金 額 純 資 産 基 準 額 

 

 

青 果 部 

５０億円未満 ３０，０００，０００
円
 

５０億円以上１００億円未満 ６６，０００，０００ 

１００億円以上２００億円未満 １５０，０００，０００ 

２００億円以上３００億円未満 ２７０，０００，０００ 

３００億円以上４００億円未満 ３６０，０００，０００ 

４００億円以上５００億円未満 ４５０，０００，０００ 

５００億円以上７００億円未満 ６００，０００，０００ 



  

７００億円以上１，０００億円未満 ７５０，０００，０００ 

１，０００億円以上 １，２００，０００，０００ 

水 産 物 部 

５０億円未満 ３０，０００，０００ 

５０億円以上１００億円未満 ６６，０００，０００ 

１００億円以上２００億円未満 １５０，０００，０００ 

２００億円以上３００億円未満 ２７０，０００，０００ 

３００億円以上４００億円未満 ３６０，０００，０００ 

４００億円以上５００億円未満 ４５０，０００，０００ 

５００億円以上７００億円未満 ６００，０００，０００ 

７００億円以上１，０００億円未満 ７５０，０００，０００ 

１，０００億円以上 １，２００，０００，０００ 

食 肉 部 

５０億円未満 １０，０００，０００ 

５０億円以上１００億円未満 ２２，０００，０００ 

１００億円以上２００億円未満 ５０，０００，０００ 

２００億円以上３００億円未満 ９０，０００，０００ 

３００億円以上４００億円未満 １２０，０００，０００ 

４００億円以上５００億円未満 １５０，０００，０００ 

５００億円以上 ２００，０００，０００ 

備考 「年間売上金額」とは，当該事業年度の開始の日前１年間の卸売価格（条例第４

９条第４項に規定する卸売価格をいう。以下同じ。）の合計額をいう。ただし，条

例第５条の２第１項の許可を受けて１年を経過しない者については，最初の事業年

度の開始の日以後１年間に予定される卸売価格の合計額をいう。 

別表第４中「第３１条関係」を「第２６条関係」に改め，同表備考以外の部分中 

「                  「 

４００，０００円 

を 

円 
４００，０００ 

に改め，７００，０００円 ７００，０００ 

１，０００，０００円 １，０００，０００ 

                」                  」 

同表備考中「含む。」の右に「以下同じ。」を加え，「卸売価格」を「売上金額」に改め

る。 

別表第５及び別表第６中「第４２条関係」を「第３１条関係」に改める。 



別表第７中「第１０７条関係」を「第７２条関係」に改める。 

第１号様式を次のように改める。 

第１号様式（第７７条関係） 

第   号 

身 分 証 明 書 

 所 属 

 職 名 

 氏 名 

年  月  日生 

 上記の者は，京都市中央卸売市場業務条例第７４条の２第１項の規定により立入検

査を行う職員であることを証明します。 

    年  月  日 

京都市長        印 

第２号様式中「第１２５条関係」を「第９１条関係」に改める。 

第３号様式中「第１３８条関係」を「第１０１条関係」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年６月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること

ができる。 

（中央卸売市場第一市場） 

（中央卸売市場第二市場業務課） 


